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具
体
的
に
は
、
各
年
に
お
い
て
、

①
建
物
購
入
価
格
の
２
％
×
３
分
の

１
（
３
年
間
）、 

②
住
宅
ロ
ー
ン
年
末

残
高
の
１
％ 

、
①
・
②
い
ず
れ
か
少

な
い
金
額
で
税
額
控
除
し
ま
す
。

　

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
見
直
し
に

よ
り
、「
ふ
る
さ
と
納
税
に
係
る
指

定
制
度
」
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
制
度
は
、
総
務
大
臣
が
一
定

の
基
準
に
適
合
し
た
都
道
府
県
・
市

区
町
村
を
「
ふ
る
さ
と
納
税
（
特
例

控
除
）」
の
対
象
に
指
定
す
る
も
の

で
す
。

　

こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
令
和
元
年

６
月
１
日
以
降
、
指
定
を
受
け
て
い

な
い
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
寄
附

金
（
＝
ふ
る
さ
と
納
税
）
は
特
例
控

除
の
対
象
外
と
な
り
、「
基
本
控
除
」

に
加
算
さ
れ
る
「
特
例
控
除
」
ま
た

は
「
申
告
特
例
控
除
（
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
特
例
制
度
）」
は
適
用
さ
れ
ま
せ

ん
。

　

た
だ
し
、
寄
附
金
税
額
控
除
の
う

ち
、
所
得
税
の
「
所
得
控
除
」
お
よ

び
住
民
税
の
「
基
本
控
除
」
分
は
控

除
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

①
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
拡
充

　

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、

【
表
】
の
通
り
控
除
期
間
が
延
長
さ

れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
居
住
開
始
年
月
が
令

和
元
年
10
月
～
令
和
２
年
12
月
末

ま
で
、
か
つ
消
費
税
率
10
％
が
適
用

さ
れ
る
住
宅
取
得
な
ど
に
つ
い
て
の

み
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、【
図
】
の
通
り
、
11
年
目

以
降
の
３
年
間
に
つ
い
て
は
、
消
費

税
率
２
％
引
き
上
げ
分
の
負
担
に
着

目
し
た
控
除
額
の
上
限
を
設
定
し
ま

す
。

　
令
和
２
年
度
市
・
県
民
税
（
個
人

住
民
税
）
に
関
す
る
税
制
改
正
は
、

主
に
次
の
２
点
で
す
。

②
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
見
直
し

確
定
申
告
書
お
よ
び
市
・
県
民

税
申
告
書
を
提
出
さ
れ
る
際
に

は
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）

が
必
要
で
す

　所得税および復興特別所得税、個人事業
者の消費税および贈与税の確定申告会場に
ついて
◆場所
　イオンモール新居浜　（２階イオンホール）
◆期間
　２月 17日㈪～３月 16日㈪
　（土日祝などを除く）
◆受付時間　９:00 ～ 16:00
※新居浜税務署には確定申告会場を設置し
ていないのでご注意ください。

新居浜税務署からのお知らせ
　

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
人

は
１
点
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
確
認
と

本
人
確
認
が
で
き
ま
す
。
お
持
ち
で

な
い
人
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
確
認
書

類
に
加
え
、
本
人
確
認
書
類
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

　

申
告
者
本
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
以

外
に
控
除
対
象
配
偶
者
・
扶
養
親
族
・

事
業
専
従
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
つ

い
て
も
記
載
が
必
要
で
す
。

令和２年度市・県民税税制改正のお知らせ
市民税課　☎ 65-1224　 65-1255

居住開始年月 控除限度額 控除期間
平成 26 年４月から
令和３年 12 月まで

（消費税８％または10％の場合）
※下段に該当する場合は除く 所得税の課税総所得金額

などの７％
上限：136,500 円

10 年

令和元年 10 月から
令和２年 12 月まで
（消費税 10％の場合）

※拡充分

13 年

【表】改正後の住宅ローン控除

改正前の住宅ローン控除
【ローン残高（最大 4,000 万円）の

１％を控除（最大 40 万円）】

控除期間を３年延長
消費税率２％引き上げの負担に着目し、

①建物購入価格の２％×３分の１（３年間）
②住宅ローン年末残高の１％
いずれか少ない金額で控除

【図】拡充のイメージ（一般住宅の場合）

最大
40

万円
40 40 40 40 40 40 40 40 40

1 年目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

⇑

注 認定住宅の場合、入居 1 ～ 10 年は各年、ローン残高（最大 5,000 万円）の１％を控除（最大 50 万円）


